
福祉サービス第三者評価の手法
１　評価の方法
評価基準の評価項目を使用した書面調査（事業者による「自己評価」）及び評価調査者による訪問調査、聞取り等による利用者調査を行う。
(1) 書面調査
訪問調査の前に、事業者自らが評価基準の評価項目により評価を行うものであり、経営者又は管理責任者（施設の長）は、職員による合議等を行って職員の意見を踏まえたうえで評価結果をまとめ、評価調査票を評価機関へ提出しておく。

事前に送付可能な資料については事前に送付してもらい、確認する。
(2) 訪問調査
書面調査を検証し、その結果を踏まえながら、現地において評価基準項目に沿った評価を行う。

① 施設等調査　

ア 処遇確認
イ 現地職員等調査

ウ 書類確認

② 利用者調査
サービス利用者に対し、訪問時の聞取り調査又は調査票による事前調査（保育所に限る）を行い、評価の補完資料とする。

対象者数は最少人数を５名とし、施設の規模により割合制とする。

利用者数１００名未満：２割程度

　　　　１００名以上：１割程度
ア 児童養護施設
事業者側が聞取り調査に協力可能な利用者を選出し、１人ずつ聞き取りを行う。<就学前>,＜小学校低学年＞,＜小学校高学年＞,＜中学生＞,＜高校生＞のバランスを考慮し、各２名程度の聞き取りを行う。

なお、聞き取りには原則として職員は同席しない。
イ 障がい者・児施設
事業者側が聞取り調査に協力する利用者を選出し、１人ずつ聞き取りを行う。原則として職員は同席しない。
ウ 保育所
園を通じて家族に調査票を渡してもらい、家族は回答後、匿名で評価機関へ送付する。

調査対象とするクラスごとの人数等については、保育所と協議の上決定する。
２　評価体制
１施設あたり、２名以上の評価調査者により評価を行う。

